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６ 分野別の課題 

（１） 健康・福祉 

 

基本施策１ まちぐるみの支え合いを実

現するための取組み 

１）「健康長寿のまち武蔵野」の推進 

誰もが、より長く元気に暮らすことができる社

会を目指して、市民一人ひとりが予防的な視点

を持ち、主体的な健康づくりの活動を推進する

取組み（セルフケアの推進）を支援する。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う外出の

自粛、通いの場やボランティア等の地域活動の

休止・縮小等により、高齢者をはじめとしたフレ

イル＊の進行が懸念されており、その予防のた

め、「健康長寿のまち武蔵野推進月間」などの

施策を推進する。 

健康長寿のための三要素、運動・栄養・社会

参加を踏まえ、栄養については、ライフステージ

や個々の状況に応じて異なる課題に対して、地

域の団体や企業等と連携した事業実施や情報

提供、専門職が連携して行う栄養ケアなどの食

育事業を推進する。 

子どもの視力、聴力の低下や成人病（生活習

慣病）の低年齢化への対応も課題である。 

２）武蔵野市ならではの互助・共助の取組みの

推進 

社会参加が効果的な介護予防や健康寿命＊

の延伸につながるという考え方のもと、支える側

と支えられる側という関係性を越えて、誰もが地

域活動の担い手となるよう活躍の場を広げる取

組みを推進する。 

コロナ禍においては、人と身体的距離をとり

接触を減らす必要があるが、対面によるつなが

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ まちぐるみの支え合いを実現するための取組み 

少子高齢化の進行等による社会構造や市民のニーズの変化に対応するために、武蔵野市健康福

祉総合計画に基づいて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう取組みを推進してい

く。また、まちぐるみの支え合いを着実に進めることで、本市における地域共生社会＊を実現していく。 

２ 生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 

地域医療の課題と取り組むべき事項を整理した武蔵野市地域医療構想（ビジョン）＊に基づき、市

民の生命と健康を守る病院機能の充実と市民の在宅療養生活を支える仕組みづくりを進める。 

３ 安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実 

全ての市民が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、本市がこれまで構築して

きた小地域完結型の相談支援体制と地域による見守りネットワークをさらに充実させる。 

４ 福祉人材の確保と育成に向けた取組み 

福祉人材の確保は喫緊の課題であるため、高齢者等の生活を支える根幹である福祉人材の確保・

育成に関する総合的な施策を推進し、量の確保のみならず質の向上に重点を置いた取組みを推進

していく。 

５ 新しい福祉サービスの整備 

高齢者や障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で、自分らしい生活を継続することができるよう、

必要な基盤整備を計画的に進めていく。本市の地域特性にあわせた小規模・多機能・複合型を基本

として、地域共生社会＊に対応した多世代型の新たなサービス及び施設を整備する。 
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りを基本とする互助・共助の取組みを継続できる

ように、試行錯誤を重ねてきた。 

テンミリオンハウス＊やレモンキャブ＊といった

従来の地域における互助・共助の取組みの推

進に加え、いきいきサロン＊やシニア支え合いポ

イント制度＊などの施策の展開によって、地域で

支え合い、安心して暮らせるまちづくりを進める。 

今後、地域住民による自主的な活動をするた

めの場所の確保や、運営を担う人材の発掘・育

成、ICTの活用、取組みの周知といった課題へ

の対応を検討する。 

３）地域共生社会＊の実現に向けた取組み 

誰もがいきいきと安心して住み続けられる支

え合いのまちを目指し、分野や属性の壁を越え

て、市民及び地域の多様な主体の参画と協働

を推進する。 

障害者差別解消法＊の理念に基づき、心の

バリアフリー＊及び民間事業者に対する合理的

配慮＊の啓発等に引き続き取り組み、関係機関

と連携を図りながら、障害者差別の解消に向け

た取組みを推進する。 

 

基本施策２ 生命と健康を守る地域医療

充実への取組みと連携の強化 

１）生命と健康を守る地域医療の維持・充実と

連携の強化 

かかりつけ医＊となる診療所や病院等の関係

機関と引き続き連携及び情報共有を図りつつ、

必要に応じて支援を行うことにより、地域包括ケ

アシステム（まちぐるみの支え合い）の理念を踏

まえ、安心して暮らし続けるために、医療面から

支える地域医療体制を整備する。引き続き、吉

祥寺地区の病床確保に向けた取組みを推進す

る。医療連携訓練＊等により、活動マニュアルの

検証及び更新を行い、災害時医療体制を構築

する。 

２）在宅療養生活を支える医療・介護の連携 

医療と介護の両方を必要とする高齢者や障

害のある人等が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができるように、切れ目のない在

宅医療と介護の連携を引き続き推進する。 

３）健康危機管理対策の強化 

令和２（2020）年１月に新たに指定感染症とさ

れた新型コロナウイルス感染症に対応するため、

全庁体制で様々な対応を行ってきた。健康危機

発生時に備え、平常時から訓練等により医療関

係機関等との連携体制の強化に努め、危機発

生時の行動計画、BCP＊、マニュアル等の整備

を推進する。また、市民に対して引き続き正確な

情報発信に取り組む。 

保健センターの増築及び大規模改修にて、

機能の一部として、感染症対策衛生用品の備

蓄、健康危機発生時の動線を考慮した臨機応

変に対応できるスペースの確保等、機能の向上

を図る。 

東京都多摩府中保健所武蔵野三鷹地域セン

ターを感染症対策の機能を有する支所として拡

充することを引き続き東京都に要望していく。 

 

基本施策３ 安心して暮らし続けられるた

めの相談支援体制の充実 

１）オールライフステージにわたる相談支援体

制の充実とネットワークの強化 

市民の介護・福祉に対するニーズは多様化、

複雑化しており、制度ごとのサービス提供だけ

では解決の難しい場合が増えている。 

ひきこもり＊など、多様かつ複合的な課題を抱

える市民の相談窓口として開設した福祉総合相

談窓口において、各関係機関などとの連携を円

滑にし、困りごとの解決に向けた包括的・継続的

な支援体制の強化に取り組む。また、当事者や

家族を支援する事業を充実させるとともに、地域



                       

21 

 

住民の理解が進むよう、セミナーや講演会等の

普及啓発を推進する。 

子育てと介護等を同時に行うダブルケア、トリ

プルケア＊を担う人が増えているため、社会資

源を適時適切に活用した負担軽減が求められ

ている。現状把握やニーズ調査を行い、担い手

を支えるための取組みを検討する。 

医療的ケア児＊の健やかな成長を図るため、

家族からの相談支援や各ライフステージにつな

ぐ役割などを担う医療的ケア児＊コーディネータ

ーを設置するなど相談体制の整備を進める。 

２）認知症の人とその家族を支える取組み 

認知症高齢者は高齢化率を上回り増加して

いる。認知症の人が尊厳を持って地域で安心し

て暮らし続けられるよう適時適切な支援体制を

強化するとともに、認知症の人を支える家族へ

の支援を引き続き行う。また、認知症に理解ある

地域づくりを推進するため、市民の認知症理解

の促進や地域の見守り意識の醸成に取り組む。 

３）生活困窮者＊への支援 

生活困窮世帯は、複合的な課題を抱えてい

ることも多く、コロナ禍以降、若年層等での新た

な要支援対象が顕在化している。貧困の連鎖を

断ち切るため、就労支援等の必要な支援に確

実につなげられるよう関係機関との連携を強化

し、課題解決に向けた伴走型の支援＊を推進す

る。 

４）障害のある全ての人が自分らしい生活を送

るための取組み 

障害のある人も、住み慣れた地域の中での生

活を継続していくことができるよう、本市ならでは

の地域共生社会＊を実現していく必要がある。

そのために、それぞれのライフステージにおい

て、個々の障害特性に応じた支援を受けること

ができるような相談体制を全市的に構築してい

く。障害のある人の自立した生活を支え、ケアマ

ネジメントを支援する相談支援事業所及び相談

支援専門員への支援や、市と地域活動支援セ

ンター＊の連携強化に取り組む。 

医療技術の進歩や障害福祉制度の充実等に

より、障害が重度でも高齢になっても地域で暮ら

す人が増えており、障害福祉サービスの充実が

求められている。一方で、サービスを提供する

ための人材が質・量ともに不足しており、様々な

施策を通して事業所や支援員の支援を行う。 

障害のある人の地域生活の充実を図るため

に、就労や余暇活動などを含めた多面的な社

会参加が促進されるように、他分野の施策との

連携を図る。 

５）権利擁護＊と成年後見制度＊の利用促進 

今後も増加が予想される認知症、知的障害の

ある人等の判断能力が不十分な人の権利擁護

＊と成年後見制度＊の利用を促進するため、成

年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会で

の課題の共有及び連携を推進するとともに、市

民を対象とした学習会・相談会を実施するなど、

制度の充実を図る。 

６）見守り・孤立防止とこころの健康づくりの推

進 

地域とのつながりが希薄になりがちなひとり

暮らし高齢者等の増加が見込まれる中で、社会

的に孤立しない地域づくりや仕組みづくりを進

める。また、こころの病を抱える人が増加してい

ることから、社会情勢の変化を注視する。誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

し、自殺防止に関する各施策の点検及び評価

を行うとともに、自殺の特徴の動向を把握しなが

ら、各施策を展開する。 

７）災害時に支え合える体制づくりの推進 

災害時に一人で避難することが困難な要介

護者や障害のある人等配慮が必要な人につい

て、地域で見守り、支え合える体制づくりを進め
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るとともに、防災訓練などを通じて、体制の実行

力を高めるための取組みを進める。 

 

基本施策４ 福祉人材の確保と育成に向

けた取組み 

１）地域を支える福祉活動を担う人材の拡大 

本市が誇る高い市民力の源泉である各地域

福祉団体は、活動されている人の高齢化や担

い手不足が課題となっている。特に新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、活動の場が制

限され、新しい担い手の発掘や確保が困難とな

っている。必要な人材の年齢層や職種に応じた

戦略的な広報や適任者の情報共有を行うととも

に、シニア支え合いポイントなど地域福祉活動

の導入となる制度を活用し、潜在的な地域福祉

活動の担い手を発掘し確保する必要がある。 

２）誇りとやりがいを持って働き続けるための福

祉人材の確保と育成・質の向上 

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少

する中、離職者も多い福祉人材の確保と定着は

喫緊の課題である。福祉に従事する人への支

援を強化し、本市の福祉分野で働くことのメリット

を強く打ち出す必要がある。 

介護・福祉人材の確保と育成を一体的に行う

地域包括ケア人材育成センター＊が実施してき

た事業を検証し、各事業のさらなる充実・連携を

図る。 

まちぐるみの支え合いを推進していくうえで要

となる在宅介護・地域包括支援センター＊にお

ける体制強化、育成方法について検討する。 

３）福祉専門職の採用 

市民の福祉ニーズが複雑化・多様化する中、

市職員にも高度なケースワーク力や地域の相談

支援機関をバックアップする能力の強化が求め

られており、福祉分野での業務を中心に担う職

員の育成が必要になってきている。次期人材育

成基本方針＊の改訂にあわせた、社会福祉士＊

等の資格保有を要件とする福祉専門職の採用

については議論すべき課題である。 

 

基本施策５ 新しい福祉サービスの整備 

１）複合的なニーズに対応した新しい施設の整

備 

今後さらに高まる医療や介護等の複合的なニ

ーズに対応するため、本市の地域特性に合わ

せた、小規模・多機能・複合型の新たなサービ

ス及び施設について、公有地の活用も含めて

計画的に整備する。 

また、一斉に更新時期を迎えている高齢者施

設について、更新中のサービス提供の継続に

留意しながら、個別施設ごとに検討を進める。 

建て替えの方向性が示された武蔵野市障害

者福祉センターについては、今後もその役割を

担うための改築事業を、計画的に進める。 

２）地域共生社会＊に対応したサービスの提供 

（公財）武蔵野市福祉公社＊と（社福）武蔵野

市民社会福祉協議会＊の統合について、社会

経済情勢の大きな変化に伴い、公の果たすべ

き役割が大きくなっている中、主に行財政改革

の視点から統合を検討していくかは議論すべき

課題である。また、両団体の老朽化した社屋の

建て替えに加えて、「地域共生社会＊推進の拠

点」としての機能と役割を実現する観点からも検

討する。 

  


	01_★【入稿用】討議要綱（確定）
	02_★【入稿用】用語説明（確定）
	03_★【入稿用】討議要綱_委員名
	04_★【入稿用】奥付け(討議要綱)

